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（平成１８年改正意匠法対応） 

 

 

特 許 庁 

 

 

 



意匠審査基準について 

 

 

 意匠審査基準は、意匠審査における意匠法の統一的な条文解釈及びその運用を図るためのも

のであり、古くは昭和５年頃に「意匠審査取極」として既に存在し、その後昭和３４年改正意

匠法に対応すべく昭和４３年６月に公表された「意匠審査基準」が数度の若干の追加修正等を

経つつも約３０年以上に渡り活用されてきた。 

 その後、平成１０年に大幅な意匠法の改正が行われ、更に平成１１年においても一部の条文

について改正が行われ、その改正条文の解釈及びその運用に関し、「平成１０年改正意匠法 意

匠審査の運用基準」、「平成１１年改正意匠法 意匠審査の運用基準」において統一的な運用を

図ってきたが、審査実務においては、それらに加え既存の「意匠審査基準」をも併せ読む必要

があった。 
 このような状況を踏まえ、意匠審査基準室では既存の「意匠審査基準」、「平成１０年改正意

匠法 意匠審査の運用基準」、「平成１１年改正意匠法 意匠審査の運用基準」に基づき、意匠

の審査実務に関わる条文ごとに「意匠審査基準」を再編集し、公表することとした。 
 
 

平成１４年１月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 

 

 

意匠審査基準（平成１８年改正意匠法対応）について 

 
「意匠法等の一部を改正する法律」（平成１８年法律第５５号）が平成１８年６月７日に公布

され、意匠法の主たる改正項目につきましては平成１９年４月１日から施行されることになり

ました。これに伴って、これまで公表してきた意匠審査基準のうち、次の部分を改正しました。

また、各章の関連条文についても併せて修正しました。 

この意匠審査基準は、平成１９年４月１日以降の意匠登録出願について適用します。（なお、

第３部「新規性の喪失の例外」は、平成１８年９月１日以降の意匠登録出願について適用しま

す。） 

◎ 第２部 第２章 「意匠の類否判断」 

◎ 第２部 第４章 「先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」 

◎ 第３部     「新規性の喪失の例外」 

◎ 第６部     「先願」 

◎ 第７部 第１章 「部分意匠」 

◎ 第７部 第３章 「関連意匠」 

◎ 第７部 第４章 「意匠法第２条第２項に規定する画像を含む意匠」 

 

平成１９年４月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 



意匠審査基準の一部改正について 

 

 この度、既存の「意匠審査基準」のうち、第７部第４章「意匠法第２条第２項に規定する画

像を含む意匠」及び第１０部「パリ条約による優先権等の主張の手続」を改正しました。なお、

改正部分については、平成２０年７月に行われた産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小

委員会（以下、意匠制度小委員会という。）第１回意匠審査基準ワーキンググループにおいて検

討され、その後、平成２０年９月から１０月にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏

まえて必要な修正を行い、平成２０年１０月に開催された意匠制度小委員会第２回意匠審査基

準ワーキンググループにおいて承認されたものです。 

 この意匠審査基準第７部第４章及び同第１０部については、平成２０年１０月３１日以降に

審査される出願に適用します。 

 
◎ 第７部 第４章 「意匠法第２条第２項に規定する画像を含む意匠」 

◎ 第１０部    「パリ条約による優先権等の主張の手続」 

 
平成２０年１０月 

特許庁審査業務部意匠課 

意 匠 審 査 基 準 室 

 
 
 
 
 
 
 

意匠審査基準の一部改訂について 

 
この度、「特許法等の一部を改正する法律」(平成 20 年 4 月 18 日法律第 16 号) による意匠

法の改正に伴い、意匠審査基準の以下の項目において「３０日」を「３月」に修正する改訂を

行いました。 
 「第 8 部第 2 章 補正の却下」及び「第 9 部第 4 章 補正後の意匠についての新出願」の改

訂内容は、平成２１年４月１日以降に却下の決定の謄本が送達された出願に適用され、「第 9 
部第 2 章 出願の変更」の改訂内容は、平成２１年４月１日以降にもとの特許出願について拒

絶すべき旨の最初の査定の謄本が送達された出願に適用されます。 
 
◎ 第８部 第２章 「補正の却下」 
◎ 第９部 第２章 「出願の変更」 
◎ 第９部 第４章 「補正後の意匠についての新出願」 

 
平成２１年７月 

特許庁審査業務部意匠課 
意 匠 審 査 基 準 室 



意匠審査基準の一部改訂について 

 
 この度、新たに 第１１部「審査の進め方」を追加致しました。この「審査の進め方」は、意

匠の実体審査の進め方の概要を示したもので、平成２１年度に開催された産業構造審議会 知的

財産政策部会 意匠制度小委員会（以下単に「意匠制度小委員会」という。）第３回 意匠審査基

準ワーキンググループ（平成２１年１１月開催）及び 意匠制度小委員会 第４回 意匠審査基準

ワーキンググループ（平成２２年１月開催）においてその内容が検討され、その後、平成２２

年２月に特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、意匠制度小委員会 

意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認されたものです。 

 また、第１１部に「審査の進め方」を追加したことに伴い、従来の 第１１部「その他」を繰

り下げて 第１２部「その他」と致しました。 

 この意匠審査基準については、平成２２年４月１日以降に審査される出願に適用します。 

 
◎ 第１１部 「審査の進め方」 
◎ 第１２部 「その他」 

 
平成２２年４月 

特許庁審査業務部意匠課 
意 匠 審 査 基 準 室 

 
 
 
 

意匠審査基準の一部改訂について 

 
 この度、既存の「意匠審査基準」のうち、第２部第１章「工業上利用することができる意匠」、

第７部第１章「部分意匠」、第７部第４章「画像を含む意匠」を改正しました。なお、改正部分

については、産業構造審議会 知的財産政策部会 意匠制度小委員会（以下「意匠制度小委員会」

という。）第５回意匠審査基準ワーキンググループ（平成２３年３月開催）、及び 意匠制度小委

員会 第６回意匠審査基準ワーキンググループ（平成２３年５月開催）においてその内容が検討

され、その後、平成２３年５月から６月にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえ

て必要な修正を行い、意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認された

ものです。 

 この意匠審査基準第２部第１章、第７部第１章、第７部第４章については、平成２３年８月

１日以降の意匠登録出願について適用します。 

 
 

平成２３年７月 
特許庁審査業務部意匠課 
意 匠 審 査 基 準 室 



意匠審査基準 沿革 

 
 
 

昭和４３年 ６月１２日 
昭和６０年 ６月２７日一部追加 
昭和６０年 ６月２７日一部改正 
昭和６０年１２月１１日一部修正 
昭和６２年 ３月 ５日一部追加 
昭和６３年 ３月１５日一部追加 
平成 元年 ３月２３日一部追加 
平成 ５年 ４月２３日一部修正 
平成 ５年１１月 ８日一部修正 
平成 ６年 ６月１６日一部修正 
平成１４年 １月３１日一部追加 
平成１４年 １月３１日一部修正 
平成１９年 ４月 １日一部追加 
平成１９年 ４月 １日一部修正 
平成２０年１０月３１日一部修正 
平成２１年 ７月 １日一部修正 
平成２２年 ４月 １日一部追加 
平成２３年 ８月 １日一部修正 


